
人事行政の運営等の状況 
 
１．　職員の任免及び職員数に関する状況 

（１）職員の採用状況（令和４年４月１日～令和５年３月３１日）（単位：人） 

 
（２）事由別退職者数の状況（令和４年４月１日～令和５年３月３１日）（単位：人） 

※ 普通とは、退職者の自己都合等による退職のことです。 
 
（３）部門別職員数の状況 

（単位：人） 

 職種区分 採用者数

 一般行政職 １１

 消防職 　２

 医療職 　１

 再任用 　３

 合　　　　計 １７

 職種区分 定年 勧奨 普通 死亡 任期満了 計

 一般行政職 ９ ２ １ １２

 消防職 ２ ２ 　４

 技能労務職 ２ 　２

 医療職 １ 　１

 計 １３ ５ １ １９

 職員数 職員数 対前年 
増減数  Ｒ４．４．１現在 Ｒ５．４．１現在

 

一般行政部門

議会 　　３ 　　３ 　０

 総務 　４３ 　４９ 　６

 税務 　１４ 　１４ 　０

 労働 　　０ 　　０ 　０

 農林水産 　　８ 　　８ 　０

 商工 　　３ 　　３ 　０

 土木 　１５ 　１５ 　０

 民生 　４０ 　３８ △２

 衛生 　２１ 　２０ △１

 小計  １４７  １５０ 　３

 

特別行政部門

教育 　１５ 　１６ 　１

 消防 　５６ 　５９ 　３

 小計 　７１ 　７５ 　４



※ 基準日や会計上の基準が異なるため、「職員給与費の状況」の職員数Ａとは一致しませ

ん。 
 
（４）年齢別職員構成の状況（令和５年４月１日現在） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（単位：人） 

 

 

２．　職員の人事評価に関する状況 

平成２８年度から目標管理の手法を用いて、評価期間（毎年４月１日から３月３１日ま

で）内に職員があげた業績を評価する「業績評価」と期間内に職員が発揮した能力や職務

への姿勢を評価する「能力評価」の２本立ての人事評価を実施しています。 

　また、業績評価の評価結果を勤勉手当に、能力評価の評価結果を昇給に反映しているほ

か、昇任、人事異動、人材育成、分限などに活用しています。 

 

公営企業等 
会計部門

病院 　  ０ ０ ０

 水道 　　５ ５ ０

 下水道 　　３ ３ ０

 その他 　１５ １７ ２

 小計 　２３ ２５ ２

 総合計 ２４１ ２５０ ９

  
区分

20 歳

未満

20 歳

から

23 歳

24 歳

から

27 歳

28 歳

から

31 歳

32 歳

から

35 歳

36 歳

から

39 歳

40 歳

から

43 歳

44 歳

から

47 歳

48 歳

から

51 歳

52 歳

から

55 歳

56 歳

から

59 歳

60 歳

以上

 
計

 職員数 ２ ２４ ２１ ２０ ２５ ２０ １６ ２３ ３４ ２６ ２１ １８ ２５０



３．　職員の給与の状況 

（１）人件費の状況（普通会計決算）　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円） 

※ 人件費には、議員報酬・手当、委員等報酬および市長等特別職の給与等を含みます。 
 
（２）職員給与費の状況（普通会計予算） 

※ 職員手当には、退職手当を含みません。 
※ 職員数及び給与費は、当初予算に計上された額です。 
 
（３）職員の平均給料月額及び平均年齢の状況　（令和５年４月１日現在） 

 
（４）職員の初任給の状況　　　　　　　　　　（令和５年４月１日現在） 

 
（５）職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況　　　　（令和５年４月１日現在） 

※ 経験年数とは、採用後の在職年数に採用時の前歴換算年数を加えた年数です。 

 
区分

住民基本台帳人口

(令和 5 年 1 月 1 日現在)
歳出額 
（Ａ）

実質収支
人件費 
（Ｂ）

人件費率 
（Ｂ／Ａ）

 
４年度 ２２，００７人 12,397,370 549,305 2,190,538 17.7

 

区分 職員数Ａ

給与費（千円） 一人当たり 
給与費 

（Ｂ／Ａ）

 
給料 職員手当 期末勤勉手当 計Ｂ

 
５年度 ２２４ 834,467 167,200 345,847 1,347,514 6,016

 区分 平均給料月額 平均年齢

 一般行政職 ２９９，６００円 ４２．１歳

 技能労務職 ２９５，４００円 ５１．９歳

 消　防　職 ２８８，７００円 ３８．６歳

 区分 初任給 年齢

 
一般行政職

大学卒 １８５，２００円 ２２歳

 高校卒 １５４，６００円 １８歳

 
消防職

大学卒 ２１４，９００円 ２２歳

 高校卒 １７４，５００円 １８歳

 
区分

１０年以上 
１５年未満

２０年以上 
２５年未満

２５年以上 
３０年未満

３０年以上 
３５年未満

 
一般行政職

大学卒 267,400 円 359,800 円 379,700 円 389,600 円

 高校卒 230,900 円 ― 368,000 円 381,600 円

 技能労務職 高校卒 ― ― 287,400 円 ―

 
消防職

大学卒 ― 371,400 円 385,300 円 ―

 高校卒 261,200 円 368,600 円 378,200 円 382,200 円



（６）一般行政職の級別職員数の状況 
　　　　　　　　　　　（令和５年４月１日現在） 

※ 上野原市職員の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数（一般行政職）です。 
※ 標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職名です。 
 
（７）主な職員手当の状況 

　　　　　　　　　　　　　　　　（令和５年４月１日現在） 

※ 退職手当の一人当たり平均支給額は、前年度に退職した全職種に係る職員に支給され 
た平均額です。 

 
 

 

 区分 １級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級 計

 標準的な 
職務内容

主事補 
主事

主任
副主査 
主査

副主幹
主幹 

課長補佐

課長 
局長

部長

 職員数 25 人 22 人 32 人 29 人 18 人 10 人 6 人 142 人

 構成比 17.6％ 15.5% 22.5% 20.4% 12.7% 7.0% 4.2% 100%

 区分 内容

 

期末手当 
勤勉手当

４年度支給割合 期末 勤勉 計

 ６月期 １.２０月分 ０.９５月分 ２.１５月分

 １２月期 １.２０月分 １.０５月分 ２.２５月分

 計 ２.４０月分 ２.００月分 ４.４０月分

 

退職手当

支給率 自己都合 勧奨・定年

 勤続２０年 １９．６６９５月分 ２４．５８６８７５月分

 勤続２５年 ２８．０３９５月分 ３３．２７０７５月分

 勤続３５年 ３９．７５７５月分 ４７．７０９０月分

 最高限度額 ４７．７０９０月分 ４７．７０９０月分

 一人当たり 
平均支給額

２４１千円 ２０，３３８千円

 

特殊勤務手当

区分 全職種

 支給職員数 　　　　　―

 １人当たり平均支給月額 　　　　　―

 手当の種類（手当数） 　　　　　　　２種

 
手当の名称

診療手当

 出勤手当

 
時間外勤務手当

支給職員数 　１７１人

 １人当たり平均支給月額 ４０，７００円



 
（８）特別職の報酬等の状況 

　　　　　　　　　　（令和５年４月１日現在） 

※ 市長給料の表記月額は、特例条例により本来の額の１００分の５０に減額された額と 

なっています。 

 

４．　職員の勤務時間その他の勤務条件の状況 

（１）職員の勤務時間（標準的なもの） 
（令和４年４月１日～令和５年３月３１日） 

 
 

 区分 内容

 

扶養手当

①  配偶者　　　　６，５００円 
②  子　　　　　　１人につき１０，０００円 
③  父母・孫等　　１人につき６，５００円 
※満１６歳の年度始めから満２２歳の年度末までの子には 
５，０００円加算

 
住居手当

借家の場合（１６，０００円を超える家賃を払っている職員） 
家賃の額に応じ２８，０００円を限度に支給

 

通勤手当

① 交通機関利用の場合 
運賃相当額を全額支給 

② 自動車等使用者 
通勤距離が片道２ｋｍ以上の場合通勤距離に応じて支給

 区分 給料月額等

 

給料

市長 ３８２，５００円

 副市長 ６１８，０００円

 教育長 ５６０，０００円

 

報酬

議長 ３４０，０００円

 副議長 ３１０，０００円

 議員 ３００，０００円

 

期末手当

市長
６月期　　　　 １２月期　　　　 計 

１.８０月分　　１.８０月分　　３.６０月分
 副市長

 教育長

 議長
６月期　　 　　１２月期　　　　 計 

１.６７５月分　　１.６７５月分　　３.３５月分
 副議長

 議員

 １週間の勤務時間 開始時間 終了時間 休息時間 休憩時間

 ３８時間４５分 ８：３０ １７：１５ ― １２：００～１３：００



（２）年次有給休暇の取得状況 
（令和４年１月１日～令和４年１２月３１日） 

※ 全対象職員数とは、令和４年１月１日から令和４年１２月３１日までの全期間を在 
職した一般職員数（市長部局）です。 

 
 
５．　職員の休業に関する状況 
育児休業の状況 

（令和４年４月１日～令和５年３月３１日） 

 
 
６．　職員の分限及び懲戒処分の状況 

　　　　（令和４年４月１日～令和５年３月３１日） 

※ 分限処分とは、降任、免職、休職、降給をいいます。 
※ 懲戒処分とは、戒告、減給、停職、免職をいいます。 
 
 
７．　職員の服務の状況 

（１） 職員の営利企業等従事許可の状況 
（令和４年４月１日～令和５年３月３１日） 

※ 統計調査・選挙事務は除きます。 
 
 
 

 総付与日数 総取得日数 全対象職員数 平均取得日数 消化率

 ５，１９７日 ９３０日 １３２人 ７.０日 １７.９％

 区分 男性 女性

 新たに育児休業を取得した者 ０人 ３人

 前年度から引き続いている者 ０人 ０人

 区分 処分者数

 分限処分 ４人

 懲戒処分 ３人

 
区分 申請件数 許可件数

 会社の役員等の地位を兼ねる場合 ０件 ０件

 自ら営利を目的とする場合 ０件 ０件

 報酬を得て事業または事務に従事する場合 ０件 ０件

 計 ０件 ０件



８．　職員の退職管理の状況 
　令和４年度退職者（管理職） 

※ 市再任用職員には、短時間勤務職員を含みます。 
 
 
９．　職員研修の実施状況　　　　　　　　（令和４年４月１日～令和５年３月３１日） 

 
 
１０．　職員の福祉及び利益の保護の状況 

（１）健康診断の状況　（令和４年４月１日～令和５年３月３１日） 

 
 
１１．　勤務条件に関する措置の要求の状況 

（令和４年４月１日～令和５年３月３１日） 

 

 

退職者数

再就職先
再就職者 
合計

 市特別職 
市再任用職員

市会計年度 
任用職員

外郭団体等 民間企業等

 ８人 ７人 ０人 ０人 ０人 ７人

 区分 受講者数 主な研修内容

 
階層別職員研修 １３３人

新任研修、現任研修、監督者研修、初任総合教育　

他

 

能力開発・向上研修 １１１人

新規任用者向け業務研修、ハラスメント防止研修、

救急救命士養成研修、救急救命士再教育病院実習、

救急救命士就業前病院実習、救急救命士気管挿管

実習、JPTEC プロバイダーコース、船舶操縦士免

許更新講習、予防査察科、火災調査科、救急科、

上級幹部科、はしご自動車研修、無線従事者講習、

玉掛免許、玉掛安全講習、クレーン免許、はしご

自動車研修、山岳救助指導者研修、救急隊長研修、

機関員研修、フルハーネス型墜落制止用器具研修、

女性吏員研修、濃煙熱気訓練指導者研修　他

 派遣研修 １人 大月市消防本部

 区分 受診者数

 人間ドック １０７人

 定期健康診断 １０１人

 継続件数 措置要求件数

 ０件 ０件



 
１２．　不利益処分に関する不服申立の状況 

（令和４年４月１日～令和５年３月３１日） 
 継続件数 不服申立の状況

 ０件 ０件


